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1970 年の金持ち国では、資本所得が国民所得の15-25 パーセントを吸収するが、2000-2010 年にはそれが25-30 パー

セントになった。出所と時系列データ：http://piketty.pse.ens.fr/capital21c を参照。 

図6.5 金持ち国の資本シェア1975-2010 
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